
（別紙様式４）

〒

（住所）

（電話）

〒

（住所）

（電話）

昼夜

2,895 単位時間 1,700 単位時間 250 単位時間 945 単位時間 0 単位時間 0 単位時間

年 単位 単位 単位 単位 単位 単位

240 人 216 人 人 0 % 8 %

人
人
人
人
％

■就職者に占める地元就職者の割合 (F/E)
％

■卒業者に占める就職者の割合 (E/C)
％
人

（令和 6

受審年月：

（Ａ：単位時間による算定）

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

（Ｂ：単位数による算定）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

人

人

人

人

人

人

人

第三者による

学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： 無
※有の場合、例えば以下について任意記載

評価団体：
評価結果を掲載した
ホームページＵＲＬ

 ④ 修士の学位又は専門職学位 （専修学校設置基準第41条第1項第4号） 2

 ⑤ その他 （専修学校設置基準第41条第1項第5号） 0

（専修学校設置基準第41条第1項第3号） 0

 計 18

上記①～⑤のうち、実務家教員（分野におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務
の能力を有する者を想定）の数

18

（うち企業等と連携したインターンシップの単位数）

教員の属性（専任
教員について記

入）

 ① 専修学校の専門課程を修了した後、学校等においてそ
の担当する教育等に従事した者であって、当該専門課程の
修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して六年以上
となる者

（専修学校設置基準第41条第1項第1号） 8

 ② 学士の学位を有する者等 （専修学校設置基準第41条第1項第2号） 8

 ③ 高等学校教諭等経験者

うち企業等と連携した実験・実習・実技の単位数

30

うち必修授業時数 975

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数 945

945

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数 30

総単位数

■進学者数 1
■その他

うち企業等と連携した演習の単位数

うち必修単位数

総授業時数

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の単位数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数） 0

うち企業等と連携した必修の演習の単位数

当該学科の

ホームページ

URL

http;//jkango.iwasaki.ac.jp/

企業等と連携した
実習等の実施状況
（Ａ、Ｂいずれか

に記入）

2,895

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数

就職等の状況

■卒業者数 (C) 73
■就職希望者数 (D) 72
■就職者数 (E)

年度卒業者に関する令和７年５月１日時点の情報）

■主な就職先、業界等

神奈川県内・県外の大学附属病院、公立病院、私立病院など

0

（令和６年度卒業生）

71
■地元就職者数 (F) 57
■就職率 (E/D)　　　　　　　　　　： 99

80

97

実技

3 昼間
※単位時間、単位いずれ

かに記入

生徒総定員 生徒実員(A) 留学生数（生徒実員の内数）(B) 留学生割合(B/A)

学科の目的
学校教育法および保健師助産師看護師法に基づき、看護に関して必要な専門知識、技術および理論を習得させ、豊かな人間性を涵養し、社会に貢献できる有能な看護

師を養成する。

学科の特徴（取得

可能な資格、中退

率　等）

専門士の称号　看護師国家試験受験資格

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時数又は総単

位数
講義 演習 実習 実験

平成29(2017)年度

分野 認定課程名 認定学科名 専門士認定年度 高度専門士認定年度 職業実践専門課程認定年度

職業実践専門課程等の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

医療 医療専門課程 看護学科 平成26(2014)年度 -

理事長

岩崎　文裕
横浜市西区北幸1-2-7
222-0004

045-311-5561

横浜実践看護専門学校 平成25年10月31日 山川　美喜子 横浜市港北区新横浜2-4-18

中退率

令和7年7月31日

222－0033

045-474-0573
設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人岩崎学園 昭和26年3月8日



種別

①

②

①

③

－

－

－

－

－

－

－

－

山川　美喜子
学校法人岩崎学園　横浜実践看護専門学校

校長　兼　経営管理チームGL

令和6年4月1日～令和8年3月

31日（2年）

井上　登美子
学校法人岩崎学園　横浜実践看護専門学校

経営管理チームSL

令和6年4月1日～令和8年3月

31日（2年）

廣田　晶子
学校法人岩崎学園　横浜実践看護専門学校

教務チームGL（教務主任）

令和6年4月1日～令和8年3月

31日（2年）

令和7年7 月31日現在

令和6年4月1日～令和8年3月

31日（2年）

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他

の教育課程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関す

る基本方針

本校は、「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」の別表三に準じた教育課程を編成しているが、医療が高度化・

複雑化する中、社会の期待に応えることのできる看護師の養成を目指して、臨地実習において学生が実践的かつ最先

端の看護技術や医療処置の介助などを学べるよう企業等と連携を図っている。また、臨床実習における事前調整や学

生のレディネス確認の打合せ、実習後評価において企業等から頂いたご意見や、教育課程編成委員会において検討し

た事案をもとに、教育課程の精査に取り組んでいる。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

実践的かつ専門的な職業教育を充実させ、社会に求められる看護師を輩出するために、教育課程編成を検討する機関

として位置づけ、会議で得られた知見を教員間で共有し、講義内容の精選・検討の指針とし、質の高い人材育成を目

指す。本校教務部と教育課程編成委員会委員との間で開催時期の調整を行い、原則として第一回目を前期開始後の5

月から7月の間に、第二回目を12月から3月までの間に開催し、次年度カリキュラムや教育指導方法等の方向性に関

する確認の場として位置付ける。

具体的な意思決定過程として、教育課程編成委員会において、現行カリキュラムに対する指摘事項を受けた後に、指

摘事項を次年度カリキュラムへ反映するにあたり、教員会議にて審議を行う。指摘事項を教員会議で共有し、校長の

決議をもって次年度変更事案についてのカリキュラム会議を実施する。カリキュラム会議にて、教育課程編成委員会

の指摘事項に基づく変更事案をどのような形で次年度カリキュラムへ展開するかを審議し、決定する。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

齊藤　茂子 前　東京工科大学 医療保健学部　教授
令和6年4月1日～令和8年3月

31日（2年）

令和７年4月1日～令和９年3

月31日（2年）

名　前 所　　　属 任期

荒川　眞知子
一般社団法人日本看護学校協議会共済会

会長

令和6年4月1日～令和8年3月

31日（2年）

多田　功 神奈川県立山北高等学校　校長

楢館　民恵
独立行政法人労働者健康安全機構

横浜労災病院　看護部長

大川　やよい
学校法人岩崎学園　横浜実践看護専門学校

教務チームSL（3年生担当）

令和6年4月1日～令和8年3月

31日（2年）

稲尾　万純
学校法人岩崎学園　横浜実践看護専門学校

実習調整者

令和７年4月1日～令和９年3

月31日（2年）

齋藤　優
学校法人岩崎学園　横浜実践看護専門学校

教務チームSL（2年生担当）

令和6年4月1日～令和8年3月

31日（2年）

高橋　日奈子
学校法人岩崎学園　横浜実践看護専門学校

教務チーム（実習担当）

令和6年4月1日～令和8年3月

31日（2年）

稲尾　万純
学校法人岩崎学園　横浜実践看護専門学校

教務チーム（実習担当）

令和6年4月1日～令和8年3月

31日（2年）



（年間の開催数及び開催時期）

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載するこ

と。

　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）

　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、

　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）

　　　②学会や学術機関等の有識者

　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回（７月、2月）

（開催日時（実績））

第１回　令和6年7月5日　  13：00～14：00

第２回　令和7年1月31日 　13：00～14：00

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っているこ

と。」関係

「神奈川県看護師等養成所の運営に関する指導要綱」にて定める実習施設としての基準を満たしており、なおかつ、

看護教育に熱心で本校の教育方針と合致している施設と、臨地実習の目的・内容と指導方針について、年度末に領域

別実習の評価、年度開始には領域別実習打合せを病院ごとに綿密な情報共有を図り、学生・看患者双方の保護を踏ま

えた契約を締結したうえで、連携を行う。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

実習開始前または開始時に学生の課題や指導の方向性を指導者と教員で情報共有する。

また看護部と指導体制や指導方法の意見交換、看護物品の整備など実習環境の整備について、実習調整者と適宜実

施。いつでも情報交換ができる体制を整えている。

学習成果の評価は、中間面接と最終面接を評価基準と照らし合わせ学生・指導者・教員で実行している。

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

・高校の教育現場では学力の2極化だけでなく、密な学習支援を必要とする生徒が増えている。臨床においては、メ

ンタルのサポートを必要とする新人看護師が増えている。単位履修に向けてのサポート体制の取り組みは、終講試験

前、再試験該当者の学習指導、保護者面談の継続と、学生個々の学習習慣や基礎学力に応じたきめ細やかな対応が課

題となる。

・カリキュラムの運用は順当に進んでいる。専門科目の学修内容は難易度も高い。「わかる授業」に繋がるよう授業

研究に取り組み、学習目標、授業展開などの工夫に取り組み、学生の興味関心を高められるよう取り組む。



科　目　名 連　携　企　業　等

地域で生活しながら療養者、要

支援・要介護者、その可能性の

ある者と家族の理解を深め、地

域の保健・医療・福祉サービス

機関と連携しながら、対象に応

じた看護を実践するための基礎

的能力と態度を養う。

健康状態に不安を抱える対象へ

の日常生活を中心とした援助を

通し、NANDA-I　を用いた思

考プロセスを学習していく。患

者に関心を持ち意図的な関わり

により必要な情報収集を行い、

アセスメント、看護上の問題を

見出し、看護診断を確定する。

看護診断に基づき、看護計画の

立案、援助の実践、評価と一連

のプロセスを体験を通して学習

する。

対象の置かれている療養環境を

理解し、日常生活を整えるため

に何を・どのように援助をして

いくべきかを、受け持ち患者と

の対話や観察を通して考える学

習を行う。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

訪問看護実習

医療法人すこやかすこやか訪問看

護ステーション、医療法人社団裕

正会ウェルケア訪問看護ステー

ション、公益財団法人柿葉会しん

まち訪問看護ステーション、一般

社団法人横浜市港北区医師会訪問

看護ステーション、社会福祉法人

秀峰会訪問看護リハビリステー

ション希望の大地、社会福祉法人

秀峰会訪問看護リハビリステー

ション陽光の大地、社会福祉法人

秀峰会訪問看護リハビリステー

ション椚の大樹、社会福祉法人秀

峰会ナース24、独立行政法人地

域医療機能推進機構横浜中央病院

附属訪問看護ステーション、医療

法人社団総生会訪問看護ステー

ション、 医療法人社団三喜会新

緑訪問看護ステーション長津田

３．【校外】企業内

実習（４に該当する

ものを除く。）

３．【校外】企業内

実習（４に該当する

ものを除く。）

基礎看護学実習Ⅲ

独立行政法人地域医療機能推進機

構横浜中央病院、医療法人五星会

菊名記念病院、横浜市立市民病

院、医療法人社団明芳会横浜旭中

央総合病院、医療法人社団三喜会

横浜新緑総合病院、社会福祉法人

恩賜財団済生会支部東神奈川リハ

ビリテーション病院、医療法人財

団明理会東戸塚記念病院

横浜市立市民病院、医療法人財団

明理会東戸塚記念病院、社会福祉

法人恩賜財団済生会支部神奈川県

済生会東神奈川リハビリテーショ

ン病院、医療法人社団明芳会横浜

新都市脳神経外科病院、医療法人

社団明芳会横浜旭中央総合病院、

独立行政法人地域医療機能推進機

構横浜中央病院、社会医療法人

ジャパンメディカルアライアンス

海老名総合病院、医療法人社団明

芳会イムス横浜狩場脳神経外科病

院

科　目　概　要企業連携の方法

基礎看護学実習Ⅱ

３．【校外】企業内

実習（４に該当する

ものを除く。）



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

プラレタリーヘルス時代における看護研究のグレートリセットをテーマに実践や教育報告がされた。教育現
場や臨床現場で地道に研究に取り組むことは、新しい次元で看護学を再評価すること、新たな価値の創造
に貢献できる機会となることを、あらためて実感をした。

第30回老年看護学会学術集会 連携企業等： 一般社団法人老年看護学会

2025年6月27日～29日

2025年2月1日 対象： 2名

2025年8月30日・31日 対象： 1名

臨床判断に関する各校・各領域での取り組み、工夫や効果、課題について情報交換や意見交換を行った。
新カリキュラムで新たな取り組みなど具体的・実践的なグループワークであり、今後の授業構築や実習指導
示唆を得た。

日本看護研究学会　第51回学術集会 連携企業等： 日本看護研究学会

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

教員の研修・研究に関しては、横浜実践看護専門学校教職員業務分掌既定の定めにより、毎年の学校運営企画立案の際、
教員の研修計画を盛り込んでいる。特に、看護師養成所の専任教員養成講習会未受講者に対しては、順次計画的に長期研
修に派遣している。さらに、教員は学生の役割モデルであり、生きた視聴覚教材でもあることから、看護基礎教育における専
任教員は看護実践能力のみならず教育実践能力および職務遂行のための資質の向上と専門技術の習得を目的とするため、
各業界・団体の研修に参加する機会を設けている。

東部支部研修 連携企業等： 神奈川県看護師等養成機関連絡協議会

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

看護実践に用いられる判断や行

動、チームとしての機能のあり

方などを主体的に学び看護実践

能力を養う。看護管理の実際や

メンバーシップ・リーダーシッ

プの役割、多重課題における優

先順位の判断を学び、場の状況

に応じた安全な看護を実践す

る。また、複数名の受け持ちや

夜間における患者の生活、看護

師の役割を理解する。

急性期・回復期にある対象のそ

の家族の健康問題を統合的に理

解し、対象の発達段階と健康レ

ベルに応じた看護実践できる能

力を養う。

独立行政法人地域医療推進機構相

模野病院、医療法人社団明芳会横

浜新都市脳神経外科病院、公益社

団法人地域医療振興協会横須賀市

立総合医療センター、社会福祉法

人聖テレジア聖ヨゼフ病院、医療

法人社団三喜会横浜新緑総合病

院、独立行政法人地域医療機能推

進機構横浜中央病院、社会福祉法

人恩賜財団済生会神奈川県病院、

横浜市立市民病院、医療法人社団

松和会池上総合病院、医療法人徳

洲会湘南藤沢徳洲会病院

成人・老年看護学実

習Ⅰ

独立行政法人地域医療機能推進機

構横浜中央病院、医療法人財団明

理会東戸塚記念病院、独立行政法

人地域医療推進機構相模野病院、

独立行政法人労働者健康安全機構

横浜労災病院、医療法人社団明芳

会横浜旭中央総合病院、横浜市立

市民病院

対象： 1名

本人の望む生き方を完遂できる支援の在り方を考えなおす時期であり、「老年看護学再考」をテーマに開催
された。老いに対する新たな考え方や対応、超高齢者の看護に役立つ臨床推論の知識や技など授業構築
の示唆を得た。

統合実習

３．【校外】企業内

実習（４に該当する

ものを除く。）

３．【校外】企業内

実習（４に該当する

ものを除く。）

第29回日本看護管理学会学術集会 連携企業等： 一般社団法人老年看護学会

2025年8月22日・23日 対象： 1名



内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容 領域別情報交換

＊　研修等に係る諸規程

＊　研修等の実績（推薦年度の前年度における実績）

＊　研修等の計画（推薦年度における計画）

2025年度東部支部研修会 連携企業等： 神奈川県看護師等養成機関関連協議会

2026年1月31日 対象： 領域担当

②指導力の修得・向上のための研修等

教員の仲間つくり、組織におけるより良い連携と協力についての研修会

2名

教員仲間つくり、組織におけるコミュニケーション、確かめようこの1年をテーマに講義とグループワークに取
り組む。意見交換を通し、ネットワーク作りや組織におけるより良い連携や協力を学ぶ。

第1回高度実践看護学会学術集会 連携企業等： 一般社団法人高度実践看護学会

2025年8月2日・3日

②指導力の修得・向上のための研修等

看護学校教育における教育課程・教育方法の開発能力を養う。看護教員に対する指導的役割を果たす能
力を磨き、看護学校運営を推進する能力を啓発する。学校運営に必要な知識や実践力を身につける研修と
なった。今後の看護教育現場で活用する。

2025年8月27日 対象： 1名

日本看護学校協議会　教務主任養成講習会 連携企業等： 日本看護学校協議会

2024年4月～2025年3月 対象： 1名

2024年度　新人教員研修

横浜市認知症キャラバンメイト研修会 連携企業等： 全国キャラバン・メイト連絡協議会

連携企業等： 神奈川県看護師等養成機関関連協議会

2024年7月20日　2025年3月8日 対象：

日本小児看護学学会

2025年7月4日・5日 対象： 1名

”未来創世”－子どもと家族の今と未来を支える看護の探求－をテーマに開催された。少子化、貧困問題、
災害など生活環境も大きく変化する。未来を担う子どもと家族に焦点をあて研究発表があった。

自然災害、日々変化する世界情勢により暮らしは大きく影響する。地域により困難さやあり様は様々である。
その中で看護職として、刻々と変化する医療・介護の状況に向きあうのか考える機会となった。

看護科学と尊厳をテーマに研究発表会を開催

NDC公開セミナー 連携企業等： 看護診断研究会

1名

①専攻分野における実務に関する研修等

2025年度新人教員研修 連携企業等： 神奈川県看護師等養成機関関連協議会

2025年7月19日　2026年3月7日 対象： 1名

2025年12月6日・7日 対象：

対象： 1名

高度実践看護が担うイノベーション　融合する知の実装専門看護師（CNS：Certified Nurse Specialist）が自
らの高度実践の質保証や活動の場の取り組み、看護の質向上、国民の健康の維持・増進のための活動の
知見を得る。そして、授業を通し、実装専門看護師の活動内容や保健医療福祉施設など様々な場で活躍を
伝える。学生が間後の興味関心を高め、看護の魅力を伝える一助としたい。

日本看護科学学会　学術集会 連携企業等： 日本看護科学学会

「認知症サポーター養成講座」を行うボランティア講師の研修会。学生のボランティア育成に活用する。

（３）研修等の計画

日本小児看護学会第35回学術集会 連携企業等：

2025年12月13日 対象： 1名

NANDAーNC-繋がる3要素を理解し、看護実践や看護基礎教育に活用する



（４）学修成果

・就職率の向上が図られているか
・資格取得率の向上が図られているか
・退学率の低減が図られているか
・卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか
・卒業後のキャリア形成への効果を把握し学校の教育活動の改善に活
用されているか

（５）学生支援

・進路・就職に関する支援体制は整備されているか
・学生相談に関する体制は整備されているか
・学生に対する経済的な支援体制は整備されているか
・学生の健康管理を担う組織体制はあるか
・課外活動に対する支援体制は整備できているか
・学生の生活環境への支援は行われているか
・保護者と適切に連携しているか
・卒業生の支援体制はあるか
・社会人のニーズを踏まえた教育環境が整備されているか
・高校・高等専修学校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取り
組みが行われているか

（３）教育活動

・教育理念に沿った教育課程の編成・実施方針が策定されているか
・教育理念・育成人材像や看護師需給を踏まえた修業年限に応じた教
育到達レベルや学習時間の確保は明確か
・カリキュラムは体系的に編成されているか
・キャリア教育、実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育
方法の工夫・開発などが実施されているか
・関係施設等、業界団体との連携により、カリキュラムの教育方法の作
成・見直し等が行われているか
・関連分野における実践的な教育が体系づけられているか
・授業評価の実施・評価体制はあるか
・成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっているか
・資格取得の指導体制、カリキュラムの中で体系的な位置づけはある
か
・人材育成目標に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を確
保しているか
・関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教
員の指導力育成など資質向上のための取り組みが行われているか
・職員の能力開発のための研修が行われているか

（１）教育理念・目標

・学校の理念・目的・人材育成像は定められているか
・社会のニーズ等を踏まえた学校の将来構造を描いているか
・学校における職業教育の特色は明確になっているか
・理念・目的・目標育成人材像・特色などが学生、保護者等に周知され
ているか

（２）学校運営

・目標等の沿った運営方針、事業計画が策定されているか
・運営組織や意思決定機能は規則などにおいて明確化され機能してい
るか
・人事・給与に関する規定は整備されているか
・業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されている
か
・教育活動に関する情報公開が適切になされているか
・情報システム化等による業務の効率化が図られているか

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表してい

ること。また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させているこ

と。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
実践的な職業教育を目的とした教育活動その他の学校運営について、社会のニーズを踏まえた目標を設定し、その達成状
況や達成に向けた取組の適切さについて学校関係者評価委員に、評価・ご意見を頂くことで、学校として組織的・継続的な改
善を図る。また、その結果を公表することで、学生、保護者、高等学校など関係者・関係団体に適切な説明責任を果たす。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目



種別
企業等委

員

高等学校

関係者

企業等委

員

企業等委

員

2025年7月30日

横浜市立市民病院　副病院長　兼　看護部

長

令和6年4月1日～令和8年3月

31日（２年）

村上　博美
独立行政法人地域医療機能推進機構　相模

野病院　看護部長

令和7年4月1日～令和9年3月

31日（２年）

（８）財務

・中長期的に学校の財務基盤は安定してるといえるか
・予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか
・財務について会計監査が適正に行われているか
・財務情報公開監査の体制整備はできているか

（３）学校関係者評価結果の活用状況
高校も入学生の確保は苦慮している。入学後は学習習慣が定着せず、基礎学力の低迷状態であり、高校も保護者との連携
が不可欠となる。この意見を参考に、学生個々の理解度や状況に応じた丁寧な対応（終講試験前・再試験前の補講など）に
取り組む。また、自分のめざすゴールを見失わない工夫として、カリキュラムマップ、横浜実践看護専門学校の目指す看護師
像など可視化した資料を学生・保護者に提示・説明を行い、保護者・教員とサポート体制を強化している。
また、学生自身の生活様式の違い、人間関係構築の未熟さ、自傷行為を含めメンタルの問題を抱えながら学業を継続する学
生の増加も踏まえ、学年の定期面接や教員間の情報共有、ホッとルームの活用、受診など臨機応変な対応をした。国際文化
交流Ⅱの台湾研修は、学校独自のカリキュラムである。台湾研修の看護大学の看護学生との交流、病院の見学は貴重な体
験となる。さらなる学びに繋がるよう今後も継続する。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）

URL： https://jkango.iwasaki.ac.jp/school/disclosure.html

公表時期：

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

鈴木　理香
在宅療養支援ステーション楓の風　武蔵小

杉

令和6年4月1日～令和8年3月

31日（２年）

多田　功 神奈川県立山北高等学校　校長
令和7年4月1日～令和9年3月

31日（２年）

土屋　恵美子

※（１０）及び（１１）については任意記載。

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。

　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（６）教育環境

・施設設備は、教育上の必要性に十分対応できるように整備されてい
るか
・学内外の実習施設、インターンシップ、海外研修の場などについて十
分な教育体制を整備しているか
・防災に対する体制は整備されているか

（７）学生の受入れ募集

・高等学校等接続する機関に対する情報提供等の取り組みを行ってい
るか
・学生募集活動は、適正に行われているか
・学生募集活動において、資格取得・就職状況等の情報は正確に伝え
られているか
・学生納付金は妥当なものになっているか

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守

・法令、保健師助産師看護師法、専門学校設置基準の遵守と適正な運
営がなされているか
・個人情報に関し、その保護のための対策が取られているか
・自己評価の実施と問題点の改善に努めているか
・自己評価結果を公表しているか

（１０）社会貢献・地域貢献
・学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っている
か。
・ボランティアなどの社会活動に参加しているか

（１１）国際交流

・留学生の受入れ・派遣、在籍管理等において適切な手続き等がとら
れているか
・国際交流を意識した授業科目が設置されているか
・国際的視野を広げるための学習環境を整えているか



（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）

URL： https://jkango.iwasaki.ac.jp/school/disclosure.html

公表時期： 2025年7月30日

（１１）その他
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（５）様々な教育活動・教育環境 学校行事（年間スケジュール）、キャンパスライフレポート

（６）学生の生活支援 学生支援の組織（クラス担任制、チューター制）

（７）学生納付金・修学支援 募集学科・学費、特待生・奨学金制度、指定校特別推薦入学等の案内

（８）学校の財務
事業報告書、監事監査報告書、資金収支計算書、活動区分資金収支
計算書、事業活動収支計算書、貸借対象表、財産目録

（９）学校評価 自己点検評価表および学校関係者評価委員会報告書

（１０）国際連携の状況 カリキュラム（国際文化交流）

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
・学校に関する教育活動の状況や内容及び資格取得など、学校全体の状況が把握できるような情報提供をすることにより、
関連業界等との連携・協力を図り、教育活動の改善や社会的信頼を得る。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画
校長名、所在地、連絡先、学校の沿革、教育理念、教育目的、教育目
標、　学びの特色

（２）各学科等の教育

定員数、在学学生数、入学者数、就業年限、カリキュラム、カリキュラ
ム時数、成績評価基準、進級・卒業の用件等、学修の成果として取得
を目指す資格、卒業者数、国家試験合格者数、就職者数、卒業後の進
路

（３）教職員 教職員数、教職員の組織

（４）キャリア教育・実践的職業教育 臨床実習、就職サポート、施設・設備

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状

況に関する情報を提供していること。」関係
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1 ○ 論理的思考
論理的に思考することや問題解決能力、自己
表現力を学ぶ。

1
前

30 1 ○ ○ ○

2 ○ 人間工学
医療・看護現場に必要な援助技術における原
理・原則の科学的思考に基づく基礎的知識を
学ぶ。

1
前

30 1 ○ ○ ○

3 ○
情 報 リ テ ラ
シー

主体的に情報収集した事象を、分析し、判断
し、創作し、発信する能力を養うとともに、
情報モラルに対しても基本的知識や能力を習
得する。

1
前

15 1 △ ○ ○ ○

4 ○ 情報科学
看護における情報の取り扱い方、看護に情報
を提供するための知識や技術を学ぶ。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○

5 ○ 研究の基礎

研究は、物事や人間の事象をより広く、深く
わかりたいと思い行う活動である。問いから
発展する研究の種類や特徴、プロセスを学
ぶ。看護実践に必要な看護研究の土台となる
能力を養う。

2
後

30 1 ○ △ ○ ○

6 ○ 教育学

教育学は、教育の本質を理解して人間の可能
性を引き出す方法、健康教育場面において対
象を理解し、行動変容の効果や評価について
学ぶ。看護展開場面における評価の意味を理
解する。

1
前

30 1 ○ ○ ○

7 ○ 心理学

看護の対象である人間を理解するために、人
間の心や行動様式を学び、看護の実践に必要
な心理学の基礎を学ぶ。また、自己理解・他
者理解を深めるための能力を養う。

1
前

30 1 ○ ○ ○

8 ○
コミュニケー
ション論

人間は「言語」というツールによって他者と
共存してきたが、通信ツールの利便性等から
言語能力の低下や人と人の意思疎通の不完全
さが危惧されている。実践の科学といわれる
看護においてはコミュニケーション能力は必
須であり、自己理解・他者理解を基盤とした
豊かさ、人間関係の基盤を学ぶ。

1
前

15 1 ○ ○ ○

9 ○ 人間関係論

看護師として質の高いケアを提供するため
に、対象者との援助的関係・信頼関係を形成
していくことが必要である。対象者を深く理
解し、人間関係を構築していく際の助けとな
るように人間関係の基礎を学ぶ。

1
後

15 1 ○ ○ ○

企
業
等
と
の
連
携

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数
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位
 
数

授業方法 場所 教員

授業科目等の概要

（医療専門課程　看護学科）

分類

授業科目名 授業科目概要



10 ○ 医用英語

社会のグローバル化が進み、医療現場にも外
国籍の患者が増えており、英語表示や、英語
の略語を多く目にするようになっている。看
護に必要な英語力、医用英語の活用が求めら
れる今日において、国際化に対応できる資質
を養いたい。

1
後

30 1 ○ ○ ○

11 ○ 生命倫理

生命倫理は、生命科学の発展によって生じ
「臨床倫理」「研究倫理」「医の倫理」を概
観して「公共政策倫理」などの道徳的問題に
かかわる分野の総称である。この科目は「生
命倫理」を概観してその基本的事項について
学び、今日の医療現場における医療人として
の倫理観を考え生命の尊厳について様々な視
点から考えていく。

2
後

30 1 ○ ○ ○

12 ○
国際文化交流
Ⅰ

「国際文化交流」は、多様な価値観を理解し
て、国際的視野を養う狙いがある。他国の
人々が自由に交流しグローバルな社会、情報
化社会になり、看護においても多様な文化、
価値観を持つ対象を理解する必要がある。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○

13 ○
国際文化交流
Ⅱ

「国際文化交流Ⅱ」では実際に、台湾に行
き、看護大学生との交流、病院見学、歴史探
訪などを計画して台湾研修を通して国際的視
野を高めると同時に、台湾における医療制度
から我が国の医療について考えていく。日本
の良さも改めて感じ問うことができるように
する。

2
後

15 1 △ ○ ○ ○ ○

14 ○ 芸術と癒し

芸術や文化に触れ、人間の心身の相関につい
て認識を深め、感性を磨き想像力を高める豊
かな人間性の素地を養う。自分自身が癒され
ることや相手を癒すことを、体験を通して体
感できることをめざす。

1
後

15 1 ○ △ ○ ○

15 ○ 解剖生理学Ⅰ
人体の構造と機能の概要を理解し、病気の理
解や医療における様々な課題を解決するため
の基礎を学習する。

1
前

30 1 ○ ○ ○

16 ○ 解剖生理学Ⅱ

人体の諸器官を系統的に整理して理解し、系
統する諸器官を相互的に関連づけて理解す
る。正常な構造・機能が破綻した場合どのよ
うな病態が出現するか、課題解決能力に結び
付ける科目である。（呼吸器・循環器・泌尿
器）

1
前

30 1 ○ ○ ○ ○

17 ○ 解剖生理学Ⅲ

解剖生理学総論を学修し、人体の機能を学修
するにあたり基本的知識を学ぶ。情報を収集
し、伝達する仕組み、内部環境を整える仕組
み、体を支える仕組み、体を動かす仕組みに
ついて理解する。

1
前

30 1 ○ ○ ○ ○

18 ○ 解剖生理学Ⅳ

解剖生理学総論を学修し、人体の機能を学修
するにあたり基本的知識を学ぶ。子孫を残す
仕組み、外部から情報を取り入れる仕組み、
異物を認識し、記憶して排除する仕組みにつ
いて学習する。

1
前

30 1 ○ ○ ○



19 ○ 生化学

物を構成している物質の構造と機能、物質動
態や代謝および生命現象の根底にある物質的
過程について理解し、健康な身体がどのよう
に機能・維持されているのかを生物学的視点
から考えられる基礎的知識を理解する。

1
前

15 1 ○ ○ ○

20 ○ 病理学

疾病治療論を学ぶうえで必要な基礎的知識と
して病気の原因やメカニズムを学び、看護に
活用できる観察力・判断力を養う基礎を学
ぶ。

1
前

15 1 ○ ○ ○

21 ○ 微生物学

病原微生物学（細菌、ウィルス、原虫、真
菌）の生物学的特徴、生体に及ぼす影響とそ
の対策を学び、感染と発病のメカニズム、免
疫機構と感染予防のための基礎を学ぶ。

1
前

30 1 ○ ○ ○

22 ○ 薬理学
薬物の特徴、体内動態、作用機序、生体に及
ぼす影響、管理を学び、薬物療法に携わる看
護専門職者として必要な基礎的能力を学ぶ。

1
前

30 1 ○ ○ ○

23 ○ 疾病治療論Ⅰ

消化器系および内分泌系の解剖生理学の知識
を踏まえて、消化器系疾病および内分泌・代
謝系の病態生理、診断、症状、治療、処置、
検査について学ぶ。また、栄養を取り入れ代
謝し、便として排泄する消化器系の機能に障
害、および内分泌・代謝機能障害のある患者
の身体的アセスメントができる看護に必要な
基礎的知識を学ぶ。

1
後

30 1 ○ ○ ○

24 ○ 疾病治療論Ⅱ

人体にとっての呼吸の機能をもとに、呼吸器
系疾病の病態生理を理解し、診断、症状、治
療、検査について理解する。また、呼吸機能
に障害のある患者の看護に活用できる基礎を
理解する。

1
後

30 1 ○ ○ ○

25 ○ 疾病治療論Ⅲ

循環は生命活動に必要な心臓のポンプ機能が
基盤となる。循環器系の解剖生理学の知識を
踏まえて、循環器系疾病の病態生理、診断、
症状、治療、処置、検査について学び、循環
機能に障害のある患者の身体的アセスメント
ができる看護に必要な基礎的知識を学ぶ。

1
後

30 1 ○ ○ ○

26 ○ 疾病治療論Ⅳ

人体にとっての運動器および脳中枢神経系の
構造と機能をもとに、疾病の病態生理を理解
し、診断、症状、治療、検査について理解す
る。また、運動機能や脳中枢神経機障害のあ
る患者の看護に活用できる基礎的知識を理解
する。

1
後

30 1 ○ ○ ○ ○

27 ○ 疾病治療論Ⅴ

人体にとっての呼吸の機能をもとに、血液系
およびアレルギー系疾患、感染症の病態生理
を理解し、診断、症状、治療、検査について
理解する。また、血液、免疫アレルギー系の
障害や感染症のある患者の看護に活用できる
基礎的知識を理解する。

1
後

30 1 ○ ○ ○ ○



28 ○ 疾病治療論Ⅵ

人体にとっての腎泌尿器や生殖器、および感
覚器の機能をもとに、腎泌尿器系、生殖器、
感覚器疾系の病態生理を理解し、診断、症
状、治療、検査について理解する。また、こ
れらの障害のある患者の看護に活用できる基
礎的知識を理解する。

2
前

30 1 ○ ○ ○ ○

29 ○ 疾病治療論Ⅶ

救急処置における治療目的・方法および麻酔
法や身体侵襲に伴う生体反応を理解し、周手
術期（術前・術中・術後）の看護に活用でき
る基礎的知識を学ぶ。また、放射線の基本を
学び、放射線治療を受ける患者の看護に活用
できる基礎知識を学ぶ。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○ ○

30 ○ 臨床栄養

生体を維持するために必要な栄養、食物の消
化・吸収、食物と疾病との関連について理解
し、健康障害のある患者や家族に対して食事
指導が行える基礎的能力を養う。

2
後

15 1 ○ ○ ○

31 ○ 家族社会学Ⅰ

社会が変化する中で「家族」の考え方が変化
してきている。そして社会の変動が家族の在
り方にまで影響し、社会で生活するために家
族はどのような役割を果たすのか考えてい
く。「家族」の定義も立場によって色々ある
が、保健医療福祉の観点から、家族の機能、
役割について学習する。

1
後

15 1 ○ ○ ○

32 ○ 家族社会学Ⅱ
家族社会学Ⅱでは実際の家族の機能・役割か
ら家族への看護のアプローチをしていく。

2
前

15 1 ○ ○ ○

33 ○ 公衆衛生学

健康の偏りの予防、積極的な健康増進のため
に公衆衛生学的な把握・評価方法・対策など
について理解を深める。また、健康及びその
成立条件のための科学・技術である公衆衛生
学として人間を取り巻く社会環境と健康との
かかわりを学ぶとともに、公衆衛生学的な見
方、考え方を理解していく。

3
前
後

30 1 ○ ○ ○

34 ○ 社会福祉Ⅰ

少子化、高齢社会の中で社会福祉・社会保障
制度について理解し、地域社会の在り方の
「地域共生社会」における社会保障や社会福
祉について学ぶ。

3
前

30 1 ○ ○ ○ ○

35 ○ 社会福祉Ⅱ

少子化、高齢社会の中で社会福祉・社会保障
制度について理解し、地域社会の在り方の
「地域共生社会」における社会保障や社会福
祉について学ぶ。

3
後

15 1 ○ ○ ○

36 ○ 関係法規

看護・医療福祉関連分野における法律につい
て学習し、医療関係者が知っておくべき法律
のしくみや制度について業務を行う上で重要
なことである。特に、保健師助産師看護師
法、医療法等について学ぶ。

3
前

15 1 ○ ○ ○



37 ○ 看護学概論

看護学概論はすべての看護学や看護技術の土
台となる。対象となる人間の理解、人間を取
り巻く環境の理解、健康の捉え方などの基本
的概念を学習していく。さらに看護師に求め
られる多職種連携の現状や課題、看護師の法
的責任などについても学び、医療の場におけ
る看護の位置づけについて考えていく。

1
前

30 1 ○ ○ ○

38 ○
基礎看護方法
論Ⅰ

共通基本技術となる看護技術の考え方、看護
の有効性を裏付ける根拠を明らかにすること
の必要性、人間関係を成立し発展させる技術
を学習する。人間関係を通して自己および他
者の理解を深めるとともに、看護における
「積極的関心」と「援助的関係」の意味を考
えていく。

1
前

15 1 ○ △ ○ ○

39 ○
基礎看護方法
論Ⅱ

フィジカルイグザミネーション技術を習得
し、得られた情報から「正常か否か」の臨床
判断を行うための知識と方法を学ぶ。

1
前

30 1 ○ △ ○ ○

40 ○
基礎看護方法
論Ⅲ

環境調整や活動と休息に関わる看護の方法を
理解し、日常生活の援助を営む上で、「環
境」や「活動と休息」を整えるために必要な
看護技術を学ぶ。

1
前

30 1 ○ △ ○ ○

41 ○
基礎看護方法
論Ⅳ

清潔、衣生活に関する看護の方法を理解し、
日常生活の援助に必要な看護技術を実践でき
る援助技術を学ぶ。

1
前

30 1 ○ △ ○ ○

42 ○
基礎看護方法
論Ⅴ

食事、排泄に関する看護の方法を理解し、日
常生活の援助に必要な看護技術を実践できる
援助技術を学ぶ。

1
前

30 1 ○ △ ○ ○

43 ○
基礎看護方法
論Ⅵ

診療の補助技術は医師の指示が必要であるも
のと、看護師自身の観察及びアセスメントを
した上で、実施されるものがある。本科目で
は、無菌操作・罨法・吸入吸引の看護技術に
ついて学習する。

1
前

30 1 ○ △ ○ ○

44 ○
基礎看護方法
論Ⅶ

診療の補助技術は医師の指示が必要であるも
のと、看護師自身の観察及びアセスメントを
した上で、実施されるものとがある。本科目
では検査及び与薬の看護技術について学習す
る。

1
後

30 1 ○ △ ○ ○

45 ○ 看護過程

看護過程は、看護の目標を達成するために科
学的に問題を解決していくための思考過程の
道筋である。看護師の思考過程である看護過
程は、看護実践の専門性を証明することにも
なる重要な学習である。

1
後

30 1 ○ △ ○ ○

46 ○ 看護理論

看護理論の発展と主な理論家とその理論概要
について学び、看護実践と理論が関連してい
ることがわかり、看護に活用できる考え方の
基本を学ぶ。

1
後

15 1 ○ △ ○ ○

47 ○ 看護倫理
倫理とは何かを考え、臨床現場で遭遇する倫
理的ジレンマをとらえながら、看護における
倫理観を磨くための基礎を学ぶ。

1
前

15 1 ○ △ ○ ○

48 ○
地域・在宅看
護概論

地域や家庭を基盤とした看護活動の基本的な
考え方や公的サービスの機能について学ぶ。

1
後

30 1 ○ ○ ○



49 ○
地域・在宅看
護方法論Ⅰ

地域・在宅看護における基本的な日常生活援
助技術と、自立した生活を送るための支援に
ついて学ぶ。

2
前

15 1 ○ ○ ○

50 ○
地域・在宅看
護方法論Ⅱ

医療管理を必要としながら地域で生活してい
る人々が、その人らしく生活を送るための基
本的な看護技術を学ぶ。可能な限り自立した
生活を送るための支援について学び、予防的
なケアの重要性について学習する。

2
前

15 1 ○ △ ○ ○

51 ○
地域・在宅看
護方法論Ⅲ

地域で生活している人々の特徴を統合的に理
解し、看護を実践する基礎を学ぶ。

2
後

15 1 ○ △ ○ ○

52 ○
地域包括ケア
システム論

地域包括ケアシステムの意義と概要について
学び、地域・在宅における看護活動の役割を
理解する。

2
前

15 1 ○ △ ○ ○

53 ○
多 職 種 連 携
チーム論

多職種連携・協働の観点から、看護師として
普遍的な知識および考え方・態度について理
解するとともに、関係職種間の連携および協
働により地域社会の人々の保健・医療・福祉
に貢献できるような態度を身につける。

2
前

15 1 ○ △ ○ ○ ○

54 ○
成人看護学概
論

変革の時代を生きる成人期を生きる対象に、
成人看護学における基盤となる考え方や理
論、援助方法論を活用し、その人にとって最
適な健康を維持・促進するための看護援助を
学ぶ。

1
前

15 1 ○ ○ ○

55 ○
成人看護方法
論Ⅰ

急性期における患者や家族の身体的・心理社
会的反応や周手術期による手術侵襲に対する
生体反応・神経内内分泌反応・代謝系反応な
どの生体反応を理解し、周手術期各期から退
院に向けた指導までを事例交えて看護を学
ぶ。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○

56 ○
成人看護方法
論Ⅱ

慢性疾患など生涯にわたり継続したコント
ロールが必要とする対象や家族の特徴を理解
し、生活の再構築に向けた看護を学ぶ。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○

57 ○
成人看護方法
論Ⅲ

終末期にある対象とその家族の身体的、心理
的、社会的問題を理解し、社会資源を活用し
た援助の方法や、援助の在り方について学
ぶ。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○ ○

58 ○
成人看護方法
論Ⅳ

がん患者に対する理解を深め、がんサバイ
バーと呼ばれる人たちの心理を理解する。

2
前

30 1 ○ ○ ○ ○

59 ○
成人看護方法
論Ⅴ

生活する人々への疾病の予防活動、健康増進
などの健康支援について理解し、さまざまな
健康レベルの人々への健康管理について理解
できる。

2
前

15 1 ○ ○ ○ ○



60 ○
老年看護学概
論

老年期にある対象者を生活者として理解し、
ライフサイクルにおける老年期の特徴と老年
看護の基盤となる考え方を学ぶ。

1
後

30 1 ○ ○ ○

61 ○
老年看護方法
論Ⅰ

老年期の身体的・精神的特徴を踏まえ、急性
期から回復期に向かう療養形態に応じた高齢
者の看護の実践について事例を通して学ぶ。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○

62 ○
老年看護方法
論Ⅱ

老年期に多くみられる機能障害の特徴と、健
康状態の改善を図りながら生活を維持するた
めの看護の実践を学ぶ。

2
前

30 1 ○ ○ ○ ○

63 ○
老年看護方法
論Ⅲ

老年期の対象者の事例をもとに看護展開し、
客観的臨床能力試験（OSCE）を実践すること
で、臨床判断能力を磨く。

2
後

15 1 ○ ○ ○

64 ○
小児看護学概
論

小児看護の対象の特徴を統合的に理解し、成
長発達を促す看護の基礎を学ぶ。

1
後

30 1 ○ ○ ○

65 ○
小児看護方法
論Ⅰ

健康を障害された小児および家族の看護に必
要な基礎を学ぶ。

2
前

30 1 ○ ○ ○

66 ○
小児看護方法
論Ⅱ

疾患や子どもの置かれている状況が、子ども
と家族に及ぼす影響がわかり、看護の果たす
役割について考えることができる。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○ ○

67 ○
小児看護方法
論Ⅲ

健康障害のある小児の看護に必要な技術と問
題解決思考に基づいた看護過程の展開を習得
し、それを実践できる基礎的能力を培う。

2
前

15 1 ○ △ ○ ○

68 ○
母性看護学概
論

母性看護の対象を理解し、女性のライフサイ
クルと健康と課題について学ぶ。リプロダク
ティブヘルス、母性に関する法律を学び、母
性支援について理解する。

1
前

30 1 ○ ○ ○

69 ○
母性看護方法
論Ⅰ

女性が胎内で命を育み、出産と、生涯にわ
たって子どもを育むための準備をする重要な
時期から、安全に分娩が行われるよう、母子
に対する安全性の高いケア提供を保証する必
要があり、妊娠・分娩期の対象および家族の
健康支援の看護を学ぶ。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○

70 ○
母性看護方法
論Ⅱ

分娩に続く産褥期は、妊娠・分娩によって変
化した母体の生理学的変化が妊娠前の状態に
戻るとともに、育児を始め、新生児という新
しい家族を迎え、家族の調整が必要な時期で
ある。産褥期にある対象と新生児を理解し、
対象および家族の健康支援の看護を学ぶ。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○



71 ○
母性看護方法
論Ⅲ

分娩に続く産褥期は、妊娠・分娩によって変
化した母体の生理学的変化が妊娠前の状態に
戻るとともに、育児を始め、新生児という新
しい家族を迎え、家族の調整が必要な時期で
ある。産褥期にある対象の特徴を統合的に理
解し、看護を実践する基礎を学ぶ。

2
後

15 1 ○ △ ○ ○

72 ○
精神看護学概
論

精神看護および精神保健について、人間の生
活の営みという視点から、誰にでも起こり得
る出来事としてとらえられるような理論的な
裏づけに立って学ぶ。

1
前

30 1 ○ ○ ○

73 ○
精神看護方法
論Ⅰ

主な精神疾患および精神症状と、その治療お
よび検査についての知識を獲得し、精神疾患
および精神症状をもつ人の権利を尊重した看
護を考えるための方法を学ぶ。

2
前

30 1 ○ ○ ○

74 ○
精神看護方法
論Ⅱ

精神障害者の尊厳と安全を守るため視点を養
い、精神障害をもつ人を援助する看護の方法
を学ぶ。

2
前

30 1 ○ △ ○ ○

75 ○
精神看護方法
論Ⅲ

精神疾患の模擬事例を用いて、科学的根拠に
基づいた情報の解釈、計画の立案、実践、評
価の方法について学び、対象を身体的・心理
的に、かつ社会的に理解するための専門的な
知識と技術を習得できる。

2
後

15 1 ○ △ ○ ○

76 ○
医療安全・看
護管理

安全な医療を提供するための組織全体の取り
組みおよびリスク及びセーフティマネジメン
トを理解し、多職種との協働におけるマネジ
メントの基本が理解できる。

2
前
後

30 1 ○ △ ○ ○ ○

77 ○ 災害看護

災害時において看護職者が果たす役割、医療
チームにおける多職種との連携、および危機
状況下での看護活動に必要な知識・技術、さ
らに災害が健康へ及ぼす影響について学ぶ。
また、看護の国際協力および外国人に対する
保健医療・看護活動を推進するための知識を
身につける。

3
前
後

15 1 ○ △ ○ ○

78 ○
臨床看護の実
践

基礎分野、専門基礎分野および専門分野で習
得した知識、技術、態度を統合し、事例をも
とに臨床場面で遭遇する対象の状況を理解
し、状況を踏まえて応用・発展させた実践能
力、リスク管理能力、倫理的判断能力を養
う。

3
前

15 1 △ ○ ○ ○

79 ○ 看護研究

研究の基礎で学んだ基本的知識を理解し、看
護実習で受け持った事例を選択し、事例研究
としてまとめる一連のプロセスを学び、自己
の看護観を深める。

3
前
後

30 1 △ ○ ○ ○

80 ○
基礎看護学実
習Ⅰ

医療現場の実際とそこで協働する多職種の存
在を知り、看護師の役割について体験を通し
て学ぶ。

1
前

30 1 ○ ○ ○ ○

81 ○
基礎看護学実
習Ⅱ

対象の療養環境を理解して日常生活援助を実
践する基礎的能力を養う。

1
後

45 1 ○ ○ ○ ○



82 ○
基礎看護学実
習Ⅲ

健康障害のある人を理解し、科学的思考プロ
セスを用いて対象に応じた看護を実践するた
めの基礎的能力を養う。

2
後

90 2 ○ ○ ○ ○

83 ○ 訪問看護実習

地域で生活している療養者、要支援・要介護
者、その可能性のある者と家族への理解を深
め、地域の保健・医療・福祉サービス機関と
連携しながら、対象に応じた看護を実践する
ための基礎的能力と態度を養う。

3
前
後

90 2 ○ ○ ○ ○

84 ○
成人・老年看
護学実習Ⅰ

急性期・回復期にある対象とその家族の健康
問題を総合的に理解し，対象の発達課題と健
康レベルに応じた看護実践できる能力を養
う。

3
前
後

90 2 ○ ○ ○ ○

85 ○
成人・老年看
護学実習Ⅱ

慢性期・終末期にある対象及び家族を理解
し、治療による回復が期待できないあるい
は、病気と共生し自己コントロールが必要な
対象への看護を実践できる能力を養う。

3
前
後

90 2 ○ ○ ○ ○

86 ○
小児看護学実
習

小児期にある対象を理解し、成長発達段階・
健康段階に応じた看護を実践できる基礎的能
力を養う。

3
前
後

90 2 ○ ○ ○ ○ ○

87 ○
母性看護学実
習

周産期にある母性の特徴および新生児の特徴
を理解し、母性および新生児に必要な看護と
保健指導を実践できる基礎的能力を養う。

3
前
後

90 2 ○ ○ ○ ○ ○

88 ○
精神看護学実
習

精神障がいをもつ人と関わり、理解する体験
を通して、健康回復に応じた看護を考える基
礎的能力を養う。

3
前
後

90 2 ○ ○ ○ ○

89 ○ 統合実習

看護チームの一員として一勤務帯の実習体験
や複数患者の受け持ち、および夜間実習体験
など臨床の場で行われている看護実践を通し
て、患者の状態や状況、看護の場に応じた総
合的な判断能力の必要性を理解し看護実践能
力を養う。

3
後

90 2 ○ ○ ○ ○

90 ○
地域連携実習
Ⅰ

疾病や障がいにより、自宅での生活が困難な
対象に対して、家庭や地域をつなぐための介
護老人福祉施設を中心とした生活支援の実際
や社会資源の活用の実際を学ぶ。

2
後

60 2 ○ ○ ○ ○ ○

91 ○
地域連携実習
Ⅱ

疾病や障がいに限らず、幅広い年齢層の方々
の生活の実際を知り、要支援者が地域でより
良く生活していくための仕組みを理解し、看
護に活用できる能力を養う。

3
前
後

30 1 ○ ○ ○ ○ ○

92 ○ 継続看護実習

疾病や障がいを持ちながら地域で生活を継続
していくための退院支援と、地域連携室、外
来、人工透析、訪問診療などで行われている
継続看護の実際を学ぶ。

2
前
後

60 2 ○ ○ ○ ○ ○

92合計 科目 102 単位（2895時間）



期

週

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

１学年の学期区分

１学期の授業期間

（留意事項）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

2

41

卒業要件： 全ての単位修得ができていること

履修方法：
授業時間の2/3以上の出席が満たされていることを科目認定試験の受験
資格とする。


